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自己紹介①：環境省の中での担当分野の変遷



自己紹介②：
環境と共生できる経済への移行、
環境と共生できるまちづくり
に一貫して係わる。



あらまし

水俣特措法立法直前に社会が直面した問題

行政による補償の困難、裁判による救済の利点

立法府による解決、特措法の考え方

実行

今日の課題

付録：ついでですが、水俣含めた私の最近の活動



2008年、09年ころの社会情勢

2004年の最高裁判決（いわゆる関西訴訟）では、水質汚濁の規制法に基づ
く規制権限の不行使を理由に、国家賠償を認めた上で、法による救済とは
別に裁判によって別個に救済を受けることもある、として、公害健康被害
補償法が想定するような水俣病の病像（補償法は、四肢抹消優位の症状な
どの組み合わせがあれば、通常、水俣病と判断。）とは異なる症状の原告
に、個別に因果関係を認めて、国などに賠償責任を認めた原判決を是認で
きると判示した。

補償法に想定する症状よりも広い症状が、賠償されるのではないかとの予
想を生み、公害健康被害補償法による救済を求める人々が7000人ほどにな
り、原告総数3000人にも及ぶマンモス訴訟が提起されるなどした。





行政制度としてはどこまで救済し、ケアすべきか？
行政の場合は国民の資金（税金）を使うので、自ずと節度が必要。また、
公平性がとても大事。

個別判断ができる裁判による救済との望ましい関係は？



大きかった立法府
の役割



特別措置法の考え方



さらに、マンモス訴訟の原告の方々と弁護団の方々
の納得を得たプロセスを採用。



特措法の実施（救済措置に関して）

救済の受付は2010年5月1日から12年7月31日までの2年3か月

熊本、新潟での暴露の方々合計で48,012人の方々が救済を申し立てた。

うち、32,249人の方が被害者としての一時金を受け取られ、一時金の対象に
ならなかったが医療費給付の対象になった方は6,071人。このほか、医療給
付の対象にならなかったが、継続的な健康相談などの対象者として自主的に
登録された方が800人強。

32,249＋ 6,071人の合計38,320人の方が、被害者としての救済を受けた。



訴訟を起こされている方 その他の水俣病被害者の方

救済の申請の受付開始

一時金支払い・手帳交付等

水俣病被害の救済と地域の再生に向けたスケジュール（主に不知火海地域）

将
来
（
当
面
凍
結
）

チッソ事業会社（JNC株式会社）の株式譲渡（予め、環境大臣の承認が必要）
（条件）・補償のための資金を確保出来ること ・株式譲渡は、救済の終了及び市況の好転まで、暫時凍結 等

国・県原因者（チッソ等） 自治体を含む全ての関係者

平
成
22
年
度
～

特別措置法の成立・施行
７月

「救済措置の方針」閣議決定

４月

３月

５月～

５月～

和解の基本的合
意成立

（ノーモア・ミ
ナマタ新潟訴

訟）
（ノーモア・ミ
ナマタ東京・
近畿訴訟）

総理慰霊式参列
祈りの言葉

（責任とお詫びの表明）

５月

公的診断・判定検討会開始
５月～

手帳の切り替え・交付の
開始（療養費の給付）

一時金支払い開始

７月～

１０月～療養手当の給付開始

手帳の切り替え・交付
開始（療養費の支給）

７月～

療養手当の支給開始

平成23年末までの申請の状況につい
て、国と被害者関係団体で意見交換。

８月

９月

１０月

救済されるべき方の救済を確実に図るため、以下のような措置を講じる
（株式譲渡される場合は、患者補償のための資金を優先的に確保し、永続的な補償の実現を図る）

一時金借り入れに係る公的債務の返済譲渡代金による基金の設立

永続的な補償の実現（※）

補
償
協
定
に
基
づ
く
支
払
い

一時金を確実かつ円滑に支払う
ための財団の設置

熊本地裁が所見を提示

（財)水俣・芦北地域振興財団を通じたチッソへの資金の貸付け
９月

和解の基本的合意成立
（ノーモア・ミナマタ熊本訴

訟）

10～11月

もやい直し
（医療福祉・地
域の再生振興）

水俣・芦北地域振興計画
（第五次）の策定と実行

H22.8～

環境モデル都市として
認定20年７月～

みなまた環境まちづくり研究
会報告書（全体構想）

H23.3～

第三者診断
開始

判定結果
の確定

和解成立
・平成２３年３月３日 新潟地裁
（原告173名） 団体加算金 ２億
・平成２３年３月２４日 東京地

裁
（原告194名）団体加算金 ２億
・平成２３年３月２５日 熊本地裁
（原告2,492名）団体加算金29.5億
・平成２３年３月２８日 大阪地裁
（原告307名）団体加算金 ３億

補償や一時金支払いのために事業再編
が必要な企業としての指定

将来のチッソ持株会社が負うべき債務
の指定（患者補償等法定の債務に加え、
銀行債務の一部を持株会社が継承）

事業再編計画案の概要公表・意見聴取

チッソによる事業再編計画の策定
事業再編計画の認可申請及び公表

環境大臣による認可

事業会社（JNC株式会社）の設立
裁判所による事業譲渡許可

事業会社の営業開始
(チッソの持株会社化による税効果を

通じた財務健全化)

７月

１０月

１０月

みなまた環境まちづくり
研究会の発足

H22.10～

全体構想を分野別に具体化。
順次、「環境モデル都市行動
計画」、予算などへの反映

水俣病被害者等保健福祉ネッ
トワーク企画部会発足

H22.6～

水俣・芦北の保健・医療・福
祉のあり方を検討、２３年度

以降の施策に反映

【再生振興への取組】

【保健・医療・福祉への取組】

１１月

H23.9～

※以上の他、水俣地域及び阿賀野川
地域で継続中の訴訟団体とも、話し合
いの機会を持つよう努めている。

（原告計約20名）

１１月

チッソによる事業再編計画の
検討（７～１１月）

水俣病被害者への一時金の支給
開始

※チッソ持株会社は、株式譲渡のいかんを問わず引き続き水俣病の賠償責
任を免れることなく負い続けるものである。

一時金支払いについての同意
４月

※特措法第15条、16条
の規定により、環境大
臣はチッソ持株会社の
適正な経営を監督する。

１０月～

１０月～

環境大臣から民間金融機関に対して引き続きのチッソの支援の要請
１１月

特別措置法に基づく
一時金の確実な給付

１２月

３月

特
別
措
置
法
の
周
知
徹
底

平
成
23
・24
年
度

三団体とチッソの協定締結
（３月２３日）

・水俣病出水の会
20億＋9.5億（福祉事業分）
・水俣病被害者芦北の会

1.6億
・水俣病被害者獅子島の会

0.4億

H23.4

環境大臣による財団の指定

３月

H23.4
環境大臣の新潟訪問

（和解に基づくお詫びの表明）

H23.5

市民＋専門家による円卓
会議等の発足

H23.12

チッソによる福祉事業の開始（予定）

救済措置の申請期間見極め

胎児性患者等を対象と
する福祉の充実、健康
不安者フォローアップ
の拡大、地域振興など

水俣市による
環境まちづくり戦略報告書

H24～

申請期間を平成24年7月までと決定

H24.2

申請期間終了
大臣談話等を踏まえた福祉・

地域振興の推進

H24.7 H24.8～

H24～

環境首都水俣創造事業

H24.7までの救済措置申請者 計65,151
人熊本県 42,961人
鹿児島県 20,082人
新潟県 2,108人

※水俣病の悲劇を世界で二度と
繰り返さないための水銀条約
を採択・署名する外交会議が、
平成25年10月に、熊本・水俣
で開かれる予定。



課 題

まだまだ健康不安がある（水銀暴露の影響か、当時の人々の高齢
化の影響か）。

まだまだマンモス訴訟が続く（10月初現在の原告数は約1,800人）。

現地では、水俣病の経験や教訓、記憶の風化が進んでいる。

国や県、市、また、原因者チッソ、そして市民には、まだまだで
きることがあろう。
小林としてできること（環境を大切にしながら地域が栄える方策
の考察や実践）もしていきたい。



付録：小林の日ごろの活動

東大先端研のHPにある「折々のニュース」の
スレッドを参照いただけると幸い
（リンクは下記）。

https://www.reglobal.rcast.u-tokyo.ac.jp/AdvisorKobayashiRoom/report.html







羽根木エコハウスのダイヤグラム（2000年竣工）



さらに、断熱の追加強化や、家電の買い替えで、追加的に50～60％の
カットができた。



次にチャレンジしたのは、エコ賃貸の経営。2014年竣
工。

ここは2軒の棟割りテラスハウ(2LDK76㎡×2）で、Q
値は1.79（UA値換算で0.53）の断熱住宅。

各家庭専用（逆潮して収益可）のPVパネル（各2.8kW 
能力）があり、共用部分用には1.6kWのPVパネルと、
共用PVからの発電全量をまず受け入れるLiB（容量は
7kWh相当。逆潮あり。）を設けた。

このLiBは、通常時は、共用部や外灯への給電、井戸水
ポンプなどに使い、停電時は、各戸にも非常電源とし
て給電可能になっている。



総消費量に対する発電量の単純対比で見た自給率は、80％（A 号）、
89％（B号）と、好成績。 ＊絶対値は4年半の合計量



金山デッキとその環境取り組みについて
位置：長野県茅野市湖東。麦草峠を越えて佐久に行く国道299号線の芹ケ沢南交差
点から蓼科方向に700ｍ程度。既存集落の山側の外れで農振地域に面する。標高は、

1020m。

左の図中の299号と書いてある場
所に立地。霧ヶ峰から八ヶ岳最南
端の編笠山までの扇型の山並みの
いわば焦点。山々が180°の視界
に拡がる。

右は、その景観を楽しむ
ためのデッキへの階段。
この構造が面白いので
館名を「デッキ」とした。

←北西面ファサードで、
天空率が高いことが見て
取れる。



建築面積、基本構造など：約124㎡の平屋（車庫・物置の地下あり）。木
造軸組み。
下記のPV、LiBの活用のため、また、対策の容易化のため、オール電化。
縦ログ構法（10.5㎝角材を8本縦に並べて緊結した壁材）を用いたため、耐震
等級は3の避難所相当の強度。

主な環境スペック：最寒季の平均の日最低気温がー8℃と寒いため、厚い
断熱材や主だった窓への3枚ガラスの採用。UA値0.32W（法定の推奨基準値
は0.56Wなので4割以上断熱性が高い。実測でも確認。）を確保。
その上で、省エネ型家電などを揃え、一次エネルギー削減率は67％（BEIは
0.4）、BELS評価の5つ星。
創エネでは、8.８kW 能力のPVパネル。創エネ量を含めた一次エネ削減率は
160％とマイナスCO2の本当のZEH。
蓄エネのために23kWh相当の蓄電システム（PVも含めスマートソーラー社
製）。
蓄CO2のため、普通の住宅の4倍近い（床面積当たり）木材（32㎥）を使用。
床材、家具は地産のカラマツ。その他、雨水貯留。



発電 (設備容量8.8kW)
12,694kWh

売電量 8,210kWh

買電量
344kWh

充放電ロス
436kWh

自家消費量
4,047kWh

純売電量 7,866kWh

再エネ電力供給量 12,349kWh ＝ CO2削減量4791kg-CO2（注）

金山デッキの再エネ電力製造システムのパフォーマンス
逆潮開始1年目（22年8月～23年8月）

総消費電力量 4,827kWh

＊発電量対総消費電力量比で見た単純自給率は、263％。**数値と図形長さは比例していない。

（注）代替した商用電源の排出係数を0.388kg/kWhとした。



人類が地球生態系のよい一部になり、持続可能な形で経済や暮ら
しを営めるようになるまでには、まだまだ山あり谷ありです。

水俣病など各地の環境破壊に学び、環境を守って利益も出せる技
術やビジネススタイルを発展させ、人間の活動を一層賢明なもの
に変えていきましょう。
賢い地球市民になることも重要です。
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